
1 / 7

02_法人住民税_標準仕様書（案）_01_機能要件

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能
1. 法人住民税基本情報管理（法人台帳）

1.1. 基本情報登録・修正

1.1.1.
法人基本情報管
理

法人設立（設置）届出、異動届、申告書に基づき、以下の法人基本情報を登録できること。

・法人番号（番号法に定める法人番号）（※1）
・法人管理番号（団体独自に付番している番号）
・共通宛名の管理番号（※1）
・法人名（漢字・カナ・ひらがな・英数字　アルファベット）、法人名カナ（※1）
・代表者名（漢字、カナ、ひらがな）
・本支店区分、本店（所在地、郵便番号、電話番号）、市町村内事務所（名称、所在地、電話番号、郵便番号）（※1）（※2）
・届出年月日
・異動年月日（登記上の住所異動日等、法人の異動が行われた日）
・設立年月日、設置年月日、廃止年月日、解散年月日、合併解散年月日、清算結了年月日、事業開始年月日
・異動区分（設立、設置、異動、事務所廃止、解散、合併解散、清算結了、事務所等なし、除却、復活等）
・現況区分（設立・設置、事務所等なし、事務所廃止、解散（清算中）、清算結了（又は残余財産確定）、除却等）
・法人区分（普通法人、公益法人等）、組織区分（株式会社、有限会社等）（※1）
・書類送付先（※1）
・施設区分（事業所／寮等）
・決算期（半年決算法人の管理を含む）または事業年度
・資本金の額、資本金・準備金の合算額、資本金等の額、従業員数、均等割号数（自動計算する項目）
・分割区分（単独法人・本市本店・他市本店）
・産業分類コード（大分類、中分類）
・連結申告情報
・税理士情報（氏名、住所、電話番号等）（※1）
・申告期限延長の有無および期間
・収益事業の有無
・減免・課税区分
・申告書送付区分（要/不要）、納付書送付区分（要/不要）
・還付口座情報（収納・口座管理システムでの対応も可とする。）
・eLTAX納税者ID

※1 宛名管理システムでの管理の場合は表示のみでも可能
※2 支店情報は複数登録でき、支店ごとの開廃年月日を管理できること。

以下の法人基本情報を登録できること。

・代表者住所
・整理番号（税務署の管理番号）
・eLTAX利用者ID
・主要法人フラグ（市町村が任意に定める法人）

法人名は登記事項の法人名称を、法人名カナはフリガナを表す。
以降の要件について同じ。

申告書発送区分・納付書発送区分について、申告書のみ送付する
ことはほとんどないため、「申告書・納付書要／納付書要／不
要」のような実装を妨げない。

【税目横断で検討】
更新（入力）日時、更新者（操作した担当者）

320
779
3561
4169
4451

No.3321の議論をもとに「現況区分」を追加しました。
また、法人名称（登記事項）と別に、法人名カナ→読み仮名を追加しました。
宛名管理システムでの実装を認める旨の記載は、項目ごとに指定する必要が無くなったた
め、記載を別途修正します。

＜ご確認事項＞
・APPLIC税TFより、以下の件に関して「実装してもしなくても良い」とすべき意見があ
ります。これについて、問題無いかをご確認ください。

○ 実装すべき機能　→　実装してもしなくても良い機能

①支店ごとの開廃年月日
　（理由）ユーザの利用実績が低く、業務上必須でないと考えられる
　　→管理は必須ではないでしょうか？営業証明書の出力項目とはしていません。

②事業開始日
　（理由）設立・設置年月日があれば問題ない
　　→管理は必要ないでしょうか？

③施設区分（事業所／寮等）
　（理由）法人区分、課税区分で代替できる、管理項目の増加による操作性への影響
　　→寮等の管理区分は必要ないでしょうか？課税区分のみでは判断が付かず、第20号
様式で均等割入力するための情報として必要と想定しています。

④収益事業の有無
　（理由）法人区分、課税区分で代替できる、管理項目の増加による操作性への影響
　　→必要な項目と考えますがいかがでしょうか。収益有無と異動年月日にて、収益事
業の開始日を確認できる想定でおりました。

３．要件緩和を
希望（機能）

164
171
189
202

１．修正案の記載に変更していただきたい。

＜変更内容＞
・「※1 宛名管理システムでの管理の場合は表示のみでも可能」の削除
・「法人設立（設置）届出、異動届、申告書に基づき、以下の法人基本情報を登録
できること。」を「法人設立（設置）届出、異動届、申告書に基づき、以下の法人
基本情報を登録できること。なお、宛名管理システム等で管理されている項目は表
示のみでも可能とする。」に表記を変更。

＜理由＞
2020.7.20に総務省自治税務局より提示された資料「共通要件の考え方」より、
「宛名システム等との連携機能を定義をする場合、税務システム等における宛名情
報のマスタとしての保持／不保持や課税台帳としての保持／不保持は、機能上の影
響がないと考えられるため、同等とみなし、どちらの方式でも実装可として定義す
る」と記載されていることから、宛名システム等での管理可能とする項目の個別指
定は不要と思われるため。

２．「支店ごとの開廃日を管理できること。」について、「実装してもしなくても
よい機能」に変更していただきたい。
＜理由＞
ユーザーの利用実績より、当該機能が必須ではない場合でも運用上支障がないと考
えられるため。

３．「事業開始日」、「施設区分（事業所／寮等）」、「収益事業の有無」を「実
装してもしなくてもよい機能」に変更していただきたい。
＜理由＞
・「事業開始日」
　「設立日」又は「設置日」で代用できると考えられるため。
・「施設区分（事業所／寮等）」、「収益事業の有無」
　当該項目が無い場合でも、「法人区分」又は「課税区分」により、法人税割、均
等割の課税有無を判定できるため。
　また、管理項目が増えると、職員の管理負担になると考えるため。

４．還付口座情報「（収納・口座管理システムでの対応も可とする。）」の記載の
削除
＜理由＞
還付口座情報は宛名管理システム等で管理される項目にあたることから、注釈は不
要と思われるため

法人設立（設置）届出、異動届、申告書に基づき、以下の法人基本情報を登録でき
ること。なお、宛名管理システム等で管理されている項目は表示のみでも可能とす
る。

・法人番号（番号法に定める法人番号）（※1）
・法人管理番号（団体独自に付番している番号）
・共通宛名の管理番号（※1）

（中略）

・還付口座情報（収納・口座管理システムでの対応も可とする。）
・eLTAX納税者ID

※1 宛名管理システムでの管理の場合は表示のみでも可能」
※2 支店情報は複数登録できること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
要件：
支店ごとの開廃日を管理できること。

項目：
・事業開始日
・施設区分（事業所／寮等）
・収益事業の有無

標準仕様は実装するシステムを限定するものでは無いため、宛名管理システム
で管理することでも問題ありません。
実装してもしなくても良い機能のご提案についてはWTで検討させていただきま
す。

1.1.2.

法人台帳を新規作成する際、法人管理番号が自動付番されること。 法人基本情報を新規作成する際、法人管理番号を
自動付番か手動付番か選択できること。手動付番
としたときも、キー情報としての整合性は保たれ
ること。

4250

1.1.3.

法人番号をもとに、登録時に重複チェックができること。重複している場合はアラートを出すこと。

法人基本情報の登録時に、以下で重複チェックができること。重複している場合は、該当法人を表示して注意喚起を行い、処理継続もできること。
・法人番号
・組織区分＋法人名＋設立年月日 1179

追加
法人番号の登録時に、チェックデジットをもとに確認ができること。誤りがある場合は、エラーとすること。

1880

追加

登録した法人の法人管理番号を別の番号に変更で
きること。キー情報としての整合性は保たれるこ
と。

4250

1.1.4.

検索結果画面から、法人の新規登録、又は異動登
録ができること。

1.1.5.

法人区分は、法人税法第２条の分類に基づいて管理できること。（普通法人、協同組合、人格なき社団等、公共法人、公益法人等）また、公共法人、公益
法人等は地方税法第296条第1項に掲げられるものとそれ以外に区別できること。
法人課税信託の引受けを行う個人についても区別して管理ができること。

1.1.6.

法人区分とは別に、課税区分を管理（設定・保持・修正）できること。
減免区分を登録できること。
課税区分は、「課税／非課税／均等割課税／法人税割課税　減免」とする。

課税区分に「課税免除」を登録できること。
課税免除の法人は、申告書送付対象、未申告管理
の対象とならないこと。

4305
5762

課税区分について、「登録」→「管理（設定・修正・保持）」に変更しております。

＜理由＞
・もともと、課税区分も手入力とする想定でしたが、1.1.5.の法人区分を活かす場面が少な
いこと、2.2.6.「申告入力（共通）」で法人区分を非課税の判断材料としていることから、
法人区分から自動で判定する仕様でも問題ないとしています。（手動で選択することを妨げ
る趣旨ではない）

→APPLIC税TFからのご提案でもあるため、当該機能を検討した上で、「非課税」で管理する
想定であった「登記上本店」についての機能提案があるかをAPPLIC税TFに確認させて頂く予
定です。

・なお、減免区分は、従来どおり手入力を想定しております。

３．要件緩和を
希望（機能）

168 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
法人区分で課税の種類を判別できるのであれば必ずしも課税区分と別である
必要はないと考えるため。

法人区分または課税区分で課税の種別が判別できること。種別は「課税／非課税／
均等割課税／減免」とする。

WTのなかで、法人区分で各自治体の減免に対応することが困難との意見が多数
であり、法人区分による自動判定ではなく台帳に職員が登録する仕様を求めた
経緯があります。課税区分を「課税種別」とすることは問題ありませんが、上
記の経緯を踏まえて要件の趣旨は変更なしとさせていただきます。

５．質問・確認 173 課税区分に「減免」がありますが、課税区分と減免区分を切り分けて、それ
ぞれの区分をシステムに設けるのではなく、課税区分のみを設けて減免を設
定できるようにするということでしょうか。
要件の内容からは判断できなかったため、確認させていただければと思いま
す。

後者を想定しております。ここで、減免対象に登録されたものが、以後の要件
でも減免対象法人として取り扱われる想定です。
なお、ご指摘の点、実装上前者が望ましいなどがあればご教示ください。

1.1.7.

税理士情報はマスタ管理を行い、マスタ情報と連動して関与税理士情報が登録できること。
税理士は、名称・所在地での検索による登録もできること。

税理士情報はマスタ管理を行い、マスタ情報と連
動して関与税理士情報が登録できること。

1184

1.1.8.

申告書等の送付先として、本／支店、関与税理士、その他を選択できること。
本店を選択した場合は法人所在地が、関与税理士を選択した場合は税理士住所が送付先に登録されること。
その他を選択した場合、任意の住所を入力できること。

申告書等の送付先として、関与税理士を選択でき
ること。

APPLIC税TFの意見を受けて、税理士送付は実装してもしなくても良い機能としました。
また、APPLIC税TFの意見から、要件の意図が分かりづらい可能性があったため、要件を捕捉
しました。ご認識と相違ないでしょうか。

また、基本的には本店所在地を登録する前提ですが、「支店（各営業所）」を選択して登録
できる必要はありますか。通常、本店に送付すると考えられるため、支店への送付を希望さ
れた場合は「その他を選択して個別登録」という機能で良いでしょうか。

※本店への送付は多いため、複写登録できることが良いと考えています。税理士は、マスタ
管理を必須としたことから、そちらと整合を取って必須化しています。

３．要件緩和を
希望（機能）

161
176

１．修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
マスタ管理の他に任意の住所入力（テキスト入力）を可能にすると、システ
ム内の送付先住所の管理が煩雑になり、またシステム移行時の移行費用工数
が増加する可能性があるため。

２．「関与税理士」について、「実装してもしなくても良い機能」に変更し
ていただきたい。
＜理由＞
送付先の選択項目として「関与税理士」がありますが、機能要件「1.1.7.
税理士情報はマスタ管理を行い、マスタ情報と連動して関与税理士情報が登
録できること。」など、税理士の管理に関する機能要件についてはすべて実
装してもしなくてもよい機能として定義されているため、こちらを必須要件
とした場合に矛盾が生じる（実装が困難）と考えます。

＜実装すべき機能＞
申告書等の送付先として、本／支店、関与税理士、その他を選択できること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
任意の住所も入力もできること。
申告書等の送付先として、関与税理士を選択できること。

１．送付先区分「その他」を選択したときにマスタに登録できる送付先を想定
しております。本支店以外の送付先が登録できれば問題ありませんので、要件
の趣旨を変更せずに記載を見直します。

２．ご指摘のとおり反映を検討します。

1.1.9.

法人基本情報に備考・メモ機能を有すること。メモが登録されている場合、画面上でその旨を確認できること。
メモは、法人台帳ごとに複数管理ができ、メモごとに300文字以上の任意文字列の入力、メモタイトル、入力年月日、入力者が登録できること。
過去に登録したメモの修正、削除もできること。

1.1.10. 台帳修正

法人台帳画面は最新情報が初期表示され、異動入力は最新基本情報のみを修正できること。
法人台帳の情報を履歴（届出年月日・異動年月日・処理年月日を含む）を含めて照会できること。

３．要件緩和を
希望（機能）

166 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
入力誤りや暫定的な登録（不明点があるが一旦正しいと思われる値での登
録）を行ったデータに対し訂正を行う際に、都度履歴が作成されることで管
理が煩雑になると考える団体もいると思われるため。

＜実装すべき機能＞
法人台帳画面は最新情報が初期表示され、異動入力は最新基本情報のみを修正でき
ること。
法人台帳の情報を履歴（届出日・異動日・処理日を含む）を含めて照会できるこ
と。

＜実装してもしなくても良い機能＞
最新基本情報以外の異動入力が行えること。

1.1.11.の要件で最新の台帳情報について、履歴を残さない変更ができれば、
ご指摘のケースに対応できると考えます。（過去履歴を変更したいニーズは多
くないと考えていますが、いかがでしょうか）

1.1.11.
最新の法人基本情報の訂正処理が行えること。訂正処理では、履歴を作成しないこと。

1.1.12.

法人台帳を削除できること。法人台帳を削除する際に、申告・課税情報が登録されている場合はエラーメッセージを表示し、削除不可とすること。

※法人情報を他税目でも共通的に管理しているシステム構成であるとき、他税目でも利用がある場合は削除不可とすること。

APPLIC税TFの意見を受けて修正しました。 ６．その他 190 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
00_業務共通要件＿標準仕様書（案）の1.1.1宛名管理　課題No119の修正案
として
「住民、住登外者、法人の宛名基本情報として以下を管理（参照、登録、修
正、削除）できること。
　　　　　　　　　　　　　　↓
　住民、住登外者、法人の宛名基本情報として以下を管理（参照、登録、修
正）できること。」
と宛名の削除を不可とする修正案が出されているため。

法人台帳を削除できること。法人台帳を削除する際に、申告・課税情報が登録され
ている場合はエラーメッセージを表示し、削除不可とすること。

※法人情報を他税目でも共通的に管理しているシステム構成であるとき、他税目で
も利用がある場合は削除不可とすること。

ご指摘のとおり反映を検討します。

1.1.13. 連結法人管理

連結子法人のシステム管理項目にて、連結開始、離脱日が管理（設定・保持・修正）できること。連結親会社の法人基本情報がある場合は、親法人を検索
して、親法人の法人基本情報を管理（設定・保持・修正）できること。

1.1.14. 合併法人管理

被合併法人の台帳情報として、合併法人の法人台帳があれば登録情報を紐づけて表示できること。被合併法人は、合併日前日までの事業年度後の事業年度
については自動で除却されること。
被合併法人は、合併日以降に開始する事業年度は申告登録できず、2.1.1から2.1.4までに定める申告書、納付書の作成及び2.1.21.に定めるプレ申告データ
作成（eLTAX連携）の対象とならず、申告登録もできないこと。

合併法人の台帳情報でも被合併法人の情報が照会
できること。

APPLIC税TFの意見を受けて修正しました。（APPLIC税TFよりご提案のあった「以後の事業年
度の申告登録におけるアラート」は、登録する機会はないと考えますので、登録できないこ
ととしました。）

３．要件緩和を
希望（機能）

147 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
自動での除却は、ユーザーにとって意図しない更新となる恐れがあるため。

被合併法人の台帳情報として、合併法人の法人台帳があれば登録情報を紐づけて表
示できること。被合併法人は、合併日以後に開始する事業年度について、申告書を
登録する際に、登録すべきではないことをアラートで表示すること。

ご指摘の点について、WTで確認します。
　なお、合併日以後に開始する事業年度の予定申告及び確定申告書が作成され
ることを防ぐため、自動で除却されることとしていましたので、「合併日の前
日の属する事業年度以降は、2.1.1から2.1.4.までに定める申告書、納付書作
成及び2.1.21.に定めるプレ申告データ作成（eLTAX連携）の対象とならないこ
と」を要件に追記します。

1.1.15. 事業年度異動

法人税法第14条の規定に基づくみなし事業年度が課税台帳に自動で反映されること。手入力による事業年度の修正もできること。

以下の異動処理については、法人税法第14条の規定に基づくみなし事業年度が課税台帳に自動で反映されること。手入力による事業年度の修正もできるこ
と。

■株式会社等の解散（連結子法人を除く）
・事業年度開始の日～解散の日までで事業年度を自動計算
・清算事業年度については、解散日の翌日～その事業年度終了の日まで（1年間）で自動計算

■合併解散
・事業年度開始の日～合併日の前日

■株式会社等以外の解散（連結子法人を除く）、株式会社等の破産
・事業年度開始の日～解散（又は破産手続開始）の日までで事業年度を自動計算
・清算事業年度については、解散日の翌日～その事業年度終了の日まで（定款上の事業年度末日）で自動計算

実装すべき機能とされたもの以外の異動処理に係
る法人税法第14条の規定に基づくみなし事業年度
が課税台帳に自動で反映されること。手入力によ
る事業年度の修正もできること。

以下のような法人基本情報上の異動処理に連動してみなし自動
年度が自動設定されることを想定している。

＜みなし事業年度に関する異動処理＞
①解散・・・解散日の入力など、解散を登録することで事業年
度が自動で変更
②被合併による解散・・・被合併法人の法人基本台帳に、合併
情報（合併法人や合併日など）を入力して更新することで、事
業年度が自動で変更
③清算法人の事業継続・・・解散入力をして現況が解散となっ
ている法人について、事業継続の登録をしたことに起因して事
業年度が自動で変更
④残余財産の確定・・・異動日を入力して、事業年度が自動で
変更
⑤公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始・・・該当
の法人区分の法人が、課税区分（収益区分）の変更があった場
合に、異動日をもとに収益開始日を判断して事業年度を自動で
変更（収益事業を開始した日からその事業年度終了の日までの
期間）
⑥公益法人等が普通法人又は協同組合等になった場合、又はそ
の逆・・・法人区分の変更及び異動日をもとに、事業年度開始
の日から異動が発生した日の前日まで及び異動が発生した日か
ら事業年度の終了の日までの期間で事業年度を自動変更
⑦連結納税加入／離脱・・・連結子法人の法人基本情報で、連
結加入日等を入力して更新することで事業年度が自動で変更
⑧破産手続き開始・・・異動事由で破産を選択し、破産手続き
開始日（又は異動日）を入力して更新することで、みなし事業
年度が自動で反映
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みなし事業年度は、必須としたもの以外もオプションで実装可能としました。
なお、備考に定めていた例以外にもあるため、「実装すべき機能以外の異動処理」としてい
ます。

３．要件緩和を
希望（機能）

148 当要件を「実装してもしなくても良い機能」としていただきたい。
＜理由＞
申告書を入力する際に指定する事業年度を正とする場合もあり、法人基本情
報の異動処理に連動して事業年度を自動で変更すると、ユーザーにとって意
図しない更新となる恐れがあるため。

　みなし事業年度については法人税法に規定されており、異動の原因及び日付
により自動的に定まるものであるため、意図しない更新が行われる恐れはない
ものと考えております。
　自治体の業務負担軽減という点からも有用な機能であることから、WTでも必
須機能として整理された経緯があるため、修正なしとさせていただきます。
　なお、自動反映する異動処理の範囲について、別途確認させていただきたい
と思います。

1.1.16. eLTAX連携

eLTAX利用届出内の納税者IDと法人管理番号を紐づけして管理できること。電子申告利用届が紐づけされている法人は、法人基本情報でその旨が確認できる
こと。
不要になった場合、電子申告利用届出の登録削除も出来ること。

※eLTAX利用届出の管理については宛名管理システム等での管理も可能とする。

３．要件緩和を
希望（機能）

201 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
ベンダーによっては、eLTAX利用届出の管理を宛名管理システム等で管理し
ているケースもあるため。
1.1.1.「法人基本情報管理」と同様に明記が必要と考えます。

eLTAX利用届出内の納税者IDと法人管理番号を紐づけして管理できること。電子申告
利用届が紐づけされている法人は、法人基本情報でその旨が確認できること。
不要になった場合、電子申告利用届出の登録削除も出来ること。
なお、eLTAX利用届出の管理については宛名管理システム等での管理も可能とする。

ご指摘のとおり反映を検討します。

1.1.17.

【※共通要件への統合を検討】
eLTAXから利用届出データを取り込んで、法人住民
税システムの法人基本情報と紐づけできること。
既に紐づけがされている法人の場合は、重複
チェックによりアラートが出ること。

eLTAX利用届出データ（XML形式）の一括取込による登録機能。

AP税TF

XMLだけでなく、CSVもあるため、データの拡張子を限定しない記載としました。

また、共通要件に記載があるため、削除するようAPPLIC税TFより意見があります。現在の共
通要件の記載は、比較的個人に寄ってこと、アラートの記載がないことから、税目横断で検
討します。

６．その他 205 当要件を削除していただきたい。
＜理由＞
当要件は備考欄に記載の通り納税者IDの一括取込に関する要件ですが、以下
の共通機能要件に同様の要件があり重複しているため。

1.6.4「eLTAX納税者IDの管理」
【実装してもしなくても良い機能】
eLTAXからの情報取り込みにおいて、税務システム内であらかじめ登録した
氏名・住所を用い、eLTAXからの情報と税務システム内の情報について紐付
けされること。
また、紐づけについて複数の候補がある場合は、該当情報を通知し、システ
ム画面にてどの情報と紐づけするか選択できること。

ご指摘のとおり反映を検討します。

APPLIC税TF　ご記入欄
APLLIC税TFご意見を踏まえた修正方針

機能名称 備考 分類 課題No. 課題・見解 修正案
意見照会
関連意見

要件の修正理由・その他確認
※意見照会による修正以外のもの

仕様書たたき台

WT用論点など

特段の理由がないものは、○○日→○○年月

日に変更しました。

※法律上、○○の日とあっても、システム上は

年月日で登録することから、仕様の統一性を

担保するため。
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実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能

APLLIC税TFご意見を踏まえた修正方針
機能名称 備考 分類 課題No. 課題・見解 修正案

意見照会
関連意見

要件の修正理由・その他確認
※意見照会による修正以外のもの

仕様書たたき台

追加

eLTAXから電子申請・届出データを取り込み、法人
基本情報及び宛名管理システムの異動、更新がで
きること。

eLTAX電子申請・届出データの取り込みによる異動、更新機能。

4566
AP税TF

意見照会並びにAPPLIC税TFからの提案を受けて追加しました。 ６．その他 151 要件の追加要望

＜理由＞
法人基本情報及び共通宛名の異動、更新業務の効率の向上に繋がると考えま
す。
業務システムとして必須ではないと考えられるため、「実装してもしなくて
も良い機能」として追加を希望します。

カテゴリ　：1.1. 基本情報登録・修正
追加したい行：1.1.18. eLTAX連携

＜要件内容＞
1.1.18.
 eLTAX連携
 
 ●実装してもしなくても良い機能
 eLTAXから電子申請・届出データを取り込み、法人基本情報及び共通宛名の異動、
更新ができること。
 
 ●備考
 eLTAX電子申請・届出データ（XML形式）の取り込みによる異動、更新機能。

WTにて検討します。

1.1.18.
基本情報異動リ
スト

法人基本情報に登録・変更があった異動内容につ
いて、異動リストを作成できること。
異動年月を範囲指定して、対象の異動が抽出でき
ること。

1.1.19. 除却処理

法人台帳からの除却処理ができること。除却された法人については参照のみ可能とし、当該事業年度以降の申告書の発送、課税対象とならないこと。除却
状態を解除する、復活処理もできること。
除却法人一覧が出力できること。

法人の除却とは、法人基本情報、課税情報の照会のみを可能と
し、法人基本情報の異動で「復活」処理をしなければ修正等がで
きない状態とする。

APPLIC税TFよりご質問を頂いていたため、除却の定義を明確化しました。 ５．質問・確認 177 「除却された法人については参照のみ可能とし、」とありますが、法人が除
却状態である場合は、基本情報の照会のみを可能（上書き修正等の制御をか
ける）とし、異動事由としては復活処理しか行えないという認識で問題ない
でしょうか。

お見込みのとおりです。

2. 申告書受付
2.1. 申告案内・納付書作成

2.1.1.
申告書、納付書
作成（一括処
理）

指定した決算年月の法人を対象に、申告書を一括で作成できること。

＜一括出力対象＞
・予定申告書
・確定申告書
・均等割申告書

中間申告書を一括作成の対象に含められること。
清算予納申告書を一括作成の対象に含められるこ
と。

2.1.2.

指定した決算期の申告書に対応する納付書を一括で作成できること。
確定申告について、申告期限の延長が登録されている法人には、申告書用と見込納付用の2部を同時に出力できること。

＜一括出力対象＞
・予定申告書用
・確定申告書用
・見込納付用
・均等割申告書用

中間申告書用の納付書を一括作成の対象に含めら
れること。
清算予納申告書用の納付書を一括作成の対象に含
められること。

2.1.3.

指定した決算年月の法人を対象に、申告区分別に以下の条件で出力順を制御できること。
申告書と納付書は、同一の順序で印刷できること。

【選択可能な出力順】
・法人管理番号順
・単独／分割法人順（延長の場合は延長有無を組み合わせる）に法人管理番号順
・区内特別郵便の出力対応（郵便番号　住所順での出力）

社会福祉法人、更生保護法人、学校法人を選択し
て一括作成ができること。
税理士別での出力対応ができること。
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2.1.4.
法人基本台帳の情報をもとに、法321条の８第19項の規定により申告納付を行う法人については、均等割申告書（第22号の3様式）が出力されること。

2.1.5.
送付対象管理
（一括処理）

申告書送付要/不要の管理ができ、申告書不要の法人については申告書一括作成時に対象外とできること。

2.1.6.

予定申告書の一括作成は、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人を自動的に対象とできること。

予定申告書の一括作成は、以下に該当する法人を自動的に対象とできること。対象は普通法人のみとする。

・前事業年度の法人税法の規定によって計算した法人税額（使途秘匿金の支出がある場合の法人税額の加算額、土地譲渡税額等及び特別控除取戻税額を除
く。） ÷ 前事業年度の月数（端数切上） ×6 > 10万

2.1.7.

【削除】
前事業年度の月数が12に満たない場合は、月数計
算して予定申告の対象となる法人を自動判断して
対象とできること。

2.1.6.で予定申告の義務のある法人の計算式を明確化したため、この要件は削除しました。

2.1.8.

予定申告書の要否は申告書入力、法人基本情報からの個別登録もでき、前年度の法人税額が2.1.6.に定める金額　20万円以下の場合でも「要」フラグがあ
る法人は一括作成の対象とできること。

2.1.6.を修正したことに伴い、法人税額の記載を修正しました。 ３．要件緩和を
希望（機能）

167 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
前年度の法人税額が20万円以下の場合は予定申告書の提出は要しないことと
なっているため。

＜実装すべき機能＞
予定申告書の要否は申告書入力、法人基本情報からの個別登録もできること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
前年度の法人税額が20万円以下の場合でも「要」フラグがある法人は一括作成の対
象とできること。

【ご確認事項】
2.1.6.で自動判定ができ、本機能で個別登録ができることまでご確認頂いたと
考えております。一方で、法人税額が20万円以下の場合に「要」と登録してい
ても申告書作成の対象とする機能は「実装してもしなくても良い機能」にして
欲しいとのご意見と認識しております。

このとき、個別登録する機能は、どのような処理・制御を行うためのもので
しょうか？

2.1.9.

中間申告書の送付が必要な法人を管理できるこ
と。中間申告書「要」と登録された法人は予定申
告書一括作成の対象外となること。また、リスト
等で発送月別に抽出できること。

2.1.10.

申告書・納付書の一括作成時に、以下の法人は作成対象外とするかを一括設定できること。
なお、法人基本情報で申告書「要」と個別設定した場合は、個別設定が優先されて申告書・納付書一括作成の対象となること。

・eLTAX利用法人（申告書は作成対象外。納付書は一括作成の対象としない/指定なしを選択可能。とできること）
・電子申告義務のある法人（大法人等）
・事務所等なしの法人（事務所等が無い状態となった翌事業年度以降の申告書・納付書は対象外とできること）

３．要件緩和を
希望（機能）

165
180

修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
電子申告義務のある法人（大法人等）、事務所等なしの法人については税法
的に申告書を送付する必要はないこと、また、申告書・納付書の個別発行が
（2.1.16.）として記載されており個別設定優先機能については無くても運
用上支障はないと思われるため。

＜実装すべき機能＞
申告書・納付書の作成の要不要を法人ごとに個別設定できること。

＜実装してもしなくてもよい機能＞
申告書・納付書の一括作成時に、以下の法人は作成対象外とするかを一括設定でき
ること。
なお、法人基本情報で申告書「要」と個別設定した場合は、個別設定が優先されて
申告書・納付書一括作成の対象となること。

・eLTAX利用法人（納付書は一括作成の対象とできること）
・電子申告義務のある法人（大法人等）
・事務所等なしの法人（事務所等が無い状態となった翌事業年度以降の申告書・納
付書は対象外とできること）

申告書の送付は各自治体で行政サービスの一環として行われているもので、対
象とする法人の範囲は各自治体の判断に委ねることが適切であると考えます。
また、自治体の判断により申告書を送付しないこととした範囲の法人につい
て、個別に不要の入力をおこなうことは自治体の事務負担が大きいと考えられ
るため、システム上一括で対象外とできる機能は必須の要件としています。

2.1.11.
申告書送付先・
宛名シール作成

送付先宛名に対応する宛名シールを作成できるこ
と。
上記は、一括処理・個別処理ともに可能なこと。

2.1.12.
申告書同封資料
作成（一括処
理）

決算期を指定して、法人基本台帳に登録されている送付先宛名（窓空き封筒対応）を出力した申告書案内通知を一括出力できること。
個別での出力もできること。

＜対象申告書＞
・予定申告書
・確定申告書
・均等割申告書

税理士宛の案内通知も出力できること。
中間申告書を対象とできること。
清算予納申告書を対象とできること。

2.1.13.
申告書送付対象
法人抽出

指定した決算期で申告義務のある法人を抽出し、申告書発送リストを作成できること。
申告書発送リストは、予定、確定、均等割を対象とし、申告区分別に一覧化できること。

中間申告書の発送対象法人をリストで確認できる
こと。
清算予納申告書の発送対象法人をリストで確認で
きること。

2.1.14.
申告書発送情報
管理

申告書、納付書、申告案内文書の発送履歴（発送年月日、発送有無）が法人・事業年度ごとに管理できること。 【実装すべき機能に変更】
申告書の発送履歴（発送日、発送有無）が参照で
きること。

発送状況は帳票出力年月日（又は任意の日付）で
自動設定され、発送有無・発送年月日の修正登録
もできること。

439

2.1.15.

発送履歴は、CSV等の加工可能なデータ形式で抽出
できること。（EUC機能でも可）

2.1.16.
申告書・納付書
発行（個別処
理）

法人の申告区分、事業年度を指定して申告書・納付書を個別発行できること。送付済の法人、過年度分についても再発行できること。

追加

納付書を個別に発行する際、出力する税額を任意
に修正できること。

納付書の出力内容の編集機能。個別発行する際に金額等を入力し
て、納付書に出力できる機能。

4089

2.1.17.
申告書・納付書
一体型様式発行

納付書一体型申告書を作成できること納付書一体
型申告書には、窓空き封筒対応として、法人基本
台帳に登録されている送付先宛名を出力できるこ
と。
上記は、一括処理・個別処理ともに可能なこと。

６．その他 198 当要件を削除していただきたい。
＜理由＞
申告書・納付書一体型様式は業務運用上必要な帳票様式であると認識してい
ますが、単票用紙、複写用紙のように申告書（或いは納付書）の様々な様式
の内の一つであることから、機能要件ではなく帳票要件として定義されるべ
きと考えるため。
機能要件としては、既出の2.1.1「申告書、納付書作成」での定義のみで良
いと考えます。

ご指摘のとおり、帳票要件に記載しているため、機能要件からは削除します。

2.1.18.
予定申告書出力
項目

一括作成する予定申告書に、以下を出力できること。一括作成時の出力項目は任意に設定が可能なこと。
個別作成において、ブランク発行（フォームのみ）、法人名・所在地・法人管理番号・法人番号・申告区分のみの発行もできること。

＜出力項目＞
・法人管理番号
・法人番号
・法人名
・所在地
・事業年度
・申告区分

【予定申告額】
　・①前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額 (⑱の金額)
　・②予定申告税額
　・④この申告により納付すべき法人税割額
　・⑤均等割月数
　・⑥均等割額
　・⑦この申告により納付すべき市町村民税額

【前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細】
　・⑨課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額
　・⑩法人税割額
　・⑪市町村民税の特定寄附金税額控除額
　・⑫外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額
　・⑬外国の法人税等の額の控除額
　・⑭仮装経理に基づく法人税割額の控除額
　・⑮租税条約の実施に係る法人税割額の控除額
　・⑯納付すべき法人税割額
　・⑰⑯のうち特別控除取戻税額等又は個別帰属特別控除取戻税額等に係る法人税割額
　・⑱差引法人税割額
　・前期末現在の資本金の額又は出資金の額
　・前期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額
　・前期末現在の資本金等の額

予定申告書に、以下を出力できること。

・前期末現在の資本金の額又は出資金の額
・前期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の
合算額
・前期末現在の資本金等の額

4916

APPLIC税TFよりご提案がある、ブランク発行における「申告区分」「法人番号」は出力され
ても良いでしょうか？

※予定申告書を求められるケースでは、申告区分がほとんど一意に決まるため。

【修正案】
法人名・所在地・法人管理番号・申告区分・法人番号のみの発行もできること。

また、初期設定する申告書出力項目は、一括作成を意識したものとして、「一括作成」「個
別作成」の文言を追加しました。

３．要件緩和を
希望（機能）

163 １.修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
申告区分や法人番号など、既に定まっている項目が他にもあるため。

２．以下の均等割関係の項目については「実装してもしなくても良い機能」
に分類していただきたい。
　・⑤均等割月数
　・⑥均等割額
　・⑦この申告により納付すべき市町村民税額
＜理由＞
均等割の算出根拠のひとつである従業者数は事業開始の日から6カ月を経過
した日の前日時点の情報を使用することとなっているが、前事業年度確定申
告提出以降に従業者数に変更があった場合、従業者数変更の未届け等により
法人基本情報に反映されていないケースも考えられ、正しい均等割額を算出
できない可能性があることから均等割関係の項目については非印字とする団
体もあるため。

予定申告書に、以下を出力できること。ブランク発行（フォームのみ）、法人名・
所在地・法人管理番号等の一部項目のみの発行もできること。

（中略）

＜実装してもしなくても良い機能＞
　・⑤均等割月数
　・⑥均等割額
　・⑦この申告により納付すべき市町村民税額

WTの検討において、予定申告書に均等割額を出力しない場合、均等割額の申告
納付もれが多発するという意見があり、均等割額の出力を必須とした経緯があ
るため、修正なしとさせていただきたいと思います。
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実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能

APLLIC税TFご意見を踏まえた修正方針
機能名称 備考 分類 課題No. 課題・見解 修正案

意見照会
関連意見

要件の修正理由・その他確認
※意見照会による修正以外のもの

仕様書たたき台

2.1.19.
確定申告書出力
項目

一括作成する確定申告書に、以下を出力できること。一括作成時の出力項目は任意に設定が可能なこと。
個別作成において、ブランク発行（フォームのみ）、法人名・所在地・法人管理番号・法人番号・申告区分のみの発行もできること。

＜出力項目＞
・法人管理番号
・法人番号
・法人名
・所在地
・事業年度
・申告区分
・既に納付の確定した当期分の法人税割額
・既に納付の確定した当期分の均等割額

4974

APPLIC税TFよりご提案がある、ブランク発行における「法人番号」は出力されても良いで
しょうか？

【修正案】
法人名・所在地・法人管理番号・法人番号のみの発行もできること。

また、初期設定する申告書出力項目は、一括作成を意識したものとして、「一括作成」「個
別作成」の文言を追加しました。

３．要件緩和を
希望（機能）

162 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
申告区分や法人番号など、既に定まっている項目が他にもあるため。

確定申告書に、以下を出力できること。ブランク発行（フォームのみ）、法人名・
所在地・法人管理番号等の一部項目のみの発行もできること。

同上です。

2.1.20. 納付書出力項目

一括作成する納付書に、以下を出力できること。一括作成時の出力項目は任意に設定が可能なこと。
個別作成においてブランク発行（フォームのみ）、法人名・所在地・法人管理番号のみの発行もできること。

＜出力項目＞
・法人管理番号
・法人名
・所在地
・年度
・事業年度
・申告区分
・納期限

＜プレプリント可＞（OCR用紙の場合）
・市町村コード（納付書上部）
・都道府県、市町村名（納付書上部）
・口座番号
・加入者（会計管理者）
・指定金融機関名
・取りまとめ局

217

追加

予定申告の納付書には、以下を出力するかを任意に設定できること。
・法人税割額
・均等割額
・合計額

4089

2.1.21.
プレ申告データ
作成（eLTAX連
携）

eLTAX利用法人について、プレ申告データを抽出・作成し、eLTAX連携ファイルが作成できること。
プレ申告データ作成対象法人をリストで出力できること。

（自動連携オプション）
プレ申告データを、外部媒体を経由することなく
eLTAXに自動連携するための機能を有すること。

eLTAXとの自動連携は、認定委託事業者の存在が前提となり、標準仕様書に定義するにはな
じまないという全体方針を受けて削除。（実施を妨げるものではありません）

2.2. 申告書登録・課税作成

2.2.1. 申告書登録基本

該当する法人、事業年度、申告区分を指定して、法令に定める申告書、みなす申告、見込納付等、申告情報の登録・管理ができること。
申告ごとに、申告年月日が管理できること。
同一事業年度内の申告情報は時系列に管理できること。

申告情報は履歴管理できること。

以下の申告書情報の登録・管理ができること。

＜対象申告書＞
・退職年金積立金に係る中間申告
・退職年金積立金に係る修正中間申告
・退職年金積立金に係る確定申告
・退職年金積立金に係る修正確定申告
・特定信託に係る予定申告
・特定信託に係る確定申告
・特定信託に係る修正確定申告
・清算予納申告
・修正清算予納申告
・残余財産分配等予納申告
・修正残余財産分配等予納申告
・清算確定申告
・修正清算確定申告

APPLIC税TFより、「履歴管理ができること」の意味が分かりづらいとのご指摘を受けて、記
載を修正しました。
中間標準レイアウトv2.6では、「申告番号」（事業年度内の課税申告（申告書、見込納付）
を時系列に付番する番号）を必須項目で設けており、これにあたる機能として定義していま
す。

また、申告年月日は必須であるため、追加しました。

５．質問・確認 181 申告情報の履歴管理とはどのような意味でしょうか。
予定申告、確定申告、確定申告の更正等の同事業年度内の申告の登録を履歴
管理というのでしょうか。
それとも、各申告の中で履歴を管理できるということでしょうか。
例えば、確定申告を登録した後に、確定申告の内容を修正した場合に履歴が
積まれ、過去の修正内容が照会できるということでしょうか。

前者になります。後者のような確定申告後に修正する場合は「訂正処理」とし
て履歴を残す必要はないと考えます。
※表現が分かりづらいため、見直します。

2.2.2. 重複管理

申告情報の登録時に、同法人・同事業年度・同申告区分が入力されている場合は重複申告のチェックができ、入力できないこと。（修正申告・更正処理を
除く）
みなす申告・予定申告・中間申告については同一申告区分として重複申告のチェックができ、入力できないこと。 1474

2.2.3. 訂正・削除

申告書入力後も、未調定であれば申告書の訂正入力（同一申告区分で前入力内容の修正）、削除ができること。
各事業年度の最新の申告情報について、訂正入力（入力内容の修正）、削除ができること。

修正申告と区別するため、修正ではなく「訂正」としている。

4312

「修正」は修正申告を指す内容と混同するため、訂正としました。 ３．要件緩和を
希望（機能）

170 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
「未調定であれば」の意味が曖昧であるため。
収納システムへの調定情報の反映を指しているのであれば、収納システムへ
の連携方法が随時連携の場合は、申告書の入力と同時に収納システムに調定
情報が反映されるため、実質的に申告書入力後に訂正入力はできてはいけな
いことになります。
なお、削除については2.2.4.に調定後であってもできることとの記載がある
ため、「実装してもしなくても良い機能」には記載しておりません。

＜実装すべき機能＞
申告書入力後も、未調定であれば訂正入力（同一申告区分で前入力内容の修正）、
削除ができること。
＜実装してもしなくても良い機能＞
過去の調定年月分については訂正入力できないこと。

【ご確認事項】
・訂正入力は、期限内に再提出された場合や入力間違いが発生した場合に、履
歴を残さずに入力を行うものになります。随時（即時）調定されるシステムの
場合でも同様の処理が可能でしょうか。
・あるいは、「申告受付日が申告期限内であれば、訂正入力ができること」と
いう文言にした場合にも対応可能でしょうか。

⇒上記はWTでも再度確認します。

2.2.4.

調定後でも、申告の訂正入力　取消・削除ができること。その場合、調定の訂正・削除などで　減額調定を行うなどして調定の整合性が保てること。

4313

2.2.3.と合わせて、申告の「訂正入力・削除」としています。「修正」は修正申告を指す内
容と混同するため、訂正としました。

５．質問・確認 179 以下の要件について、申告の取消と削除の違いはなんでしょうか。
取消と削除を切り分けられている場合は、どのように分けられているかお教
えいただけますでしょうか。
もしくは、申告の取消と記載がある部分は調定の取消しという意味合いで
しょうか。

削除に統一します。調定の取消は、「減額調整を行うなどして調定の整合性を
保つ」方法の一つにあたるため、重複と判断しました。

追加
過年度調定分に係る申告情報は訂正・削除できないよう制御すること。

4313

追加

調定の訂正・削除について、当該調定に対する納
付がある場合はエラーとする仕組みを有するこ
と。収納管理にて、納付額の取消があった場合に
訂正可能とすること。

4313

2.2.5. メモ機能

課税台帳に備考・メモ機能を有すること。
メモは、法人ごとに複数管理ができ、メモごとに300文字以上の任意文字列の入力、メモタイトル、入力年月日、入力者が登録できること。
過去に登録したメモの修正、削除もできること。

2.2.6. 申告書入力様式
申告書の様式ごとに入力画面を用意し、様式別に申告入力ができること。（異なる申告書でも、入力項目を共通化できる場合はこの限りではない）

2.2.7.
申告入力（共
通）

法人基本情報の法人区分等の登録内容から、非課税や均等割の最低税率適用を判断し、申告書入力時に自動設定できること。 課税免除の対象となる法人は、申告登録の際に注
意喚起ができること。処理の継続もできること。

4305

2.2.8.

法人の現況に応じた事業年度開始、終了を自動表示して入力できること。
均等割月数、資本金等、申告延長月数、その他申告に必要な項目について、法人基本情報から流用できる情報が初期設定されること。

2.2.9.
法定納期限、申告期限の延長を加味した申告期限を自動計算できること。自動計算においては休日を考慮して計算すること。

2.2.10.

均等割税率については、法人基本情報の法人区分等をもとに自動設定できること。
法人税割税率については、当該申告法人の事業年度に合わせて自動設定できること。

2.2.11.

不均一課税を行う自治体においては、法人基本情報、当該事業年度の法人税額等を基にした税率の自動設定ができること。

不均一課税を行う自治体においては、以下の項目等を基にした税率の自動設定ができること。
・資本金の額又は出資金の額
・資本金の額及び資本準備金の額の合算額
・資本金等の額
・課税標準となる法人税額又は個別帰属税額
・法人区分

AP税TF

APPLIC税TFの意見を受けて、令和2年4月1日時点の全国の不均一課税の条件となっている管
理項目を定義しています。

１．記載の詳細
化を希望

155 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
不均一課税の条件は自治体により様々であることから、標準仕様として対応
すべきである条件を明確にしておく必要があると考えるため。
平成の大合併の際は、3～4年に渡り0.1%ずつ税率を上げていく変則的なケー
スもありました。特殊な税率を適用する団体が発生した場合に備え、仕様上
の制限とする基準を設ける必要があると考えます。

不均一課税を行う自治体においては、以下の項目を基にした税率の自動設定ができ
ること。

※以下、判定条件として使用する項目を明記していただきたい。

以下を想定します。

不均一課税を行う自治体においては、以下の項目等を基にした税率の自動設定
ができること。
・　資本金の額又は出資金の額
・　資本金の額及び資本準備金の額の合算額
・　資本金等の額
・　課税標準となる法人税額又は個別帰属税額
・　法人区分

2.2.12.

法人基本情報で管理する資本金、従業者数を参照して申告書入力を行えること。資本金等の額又は資本金、資本準備金の合算額若しくは出資金と市町村内
の従業員数から、均等割の号数判定を自動で行い、自動計算・入力できるとともに申告入力の税額チェックができること。均等割号数は手動でも変更でき
ること。

2987

2.2.13.

最新事業年度の申告書を入力することで、従業者数、その他申告書に記載のある項目が法人基本情報に反映されること。資本金・資本金等の額は法人基本
情報に上書きされないこと。

最新事業年度の確定申告書の入力に合わせて、以下の項目を法人基本情報に反映する／しないを選択できること。

・全従業者数（㉒）
・当該団体従業者数（㉓）
・税率適用従業者数（㉔）
・均等割号数
・分割区分
・資本金
・資本金等
・資本金及び資本準備金の額の合算額

法人基本情報への反映は、全確定申告に対する一
律の設定とできること。
法人基本情報と異なる場合は、登録時に注意喚起
を行う、帳票出力を行うなど、法人基本情報を更
新したことを確認できる仕組みを有すること。

実装すべき機能に関して、以下のように様々な方式があるが、実
現方法については問わない。
・全申告で一律設定する方式
・申告ごとに一律で反映有無を選択できる方式
・申告ごと・項目ごとに反映有無を選択できる方式

287

申告期限の延長、翌期中間申告の要否は、2.2.14.に定めがあるため本項目からは削除しま
した。
2.2.14.では、監査延長法人の期限延長、翌期中間申告要否は、選択する必要がないと判断
できるため、基本情報への反映を前提としています。（災害等延長は除く）

３．要件緩和を
希望（機能）

149 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由1＞
申告書と法人基本情報の資本金・資本金等の額は本来整合が取れているべき
であると考えられるため。
また、ユーザーによっては、申告書の資本金・資本金等の額を正とし法人基
本情報への反映を希望されることがあるため。
＜理由2＞
申告書に誤った金額（内容）が入力されてくるリスクは資本金や資本金等の
額だけとは限らず、事業年度や従業者数、その他申告書の項目も記載を誤る
リスクはあると考えられるため。

＜実装すべき機能＞
最新事業年度の申告書を入力することで、資本金・資本金等の額、従業者数、その
他申告書に記載のある項目が法人基本情報に反映されること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
資本金・資本金等の額、従業者数、その他申告書に記載のある項目について、法人
基本情報に反映させないこともできること。

なるべく自治体による独自運用を無くしていくことも標準化の趣旨と考えま
す。その上で、WTでは以下の理由により、反映は不要と結論付けました。
全国意見照会の結果も踏まえて検討します。

【理由】
課題になるのは、申告書の一括取込（eLTAX等）によるケースと考えます。登
記情報である資本金の額で大法人の判定を行っているところ、申告書に1億円
以下の誤った金額が記載されたことにより大法人の判定からシステム上外れて
しまうことなどを避ける目的があります。

追加

【※機能区分を検討中】
申告書登録から法人基本情報を更新する場合、更新履歴を作成できること。異動日は申告日とすること。

【※機能区分を検討中】
申告書登録から法人基本情報を更新する場合、
更新履歴を作成できること。異動日は申告日と
すること。 1483

追加

最新事業年度の申告登録時に、事業年度を任意
に変更できる機能。また、申告登録時に変更し
た事業年度を、法人基本情報へ反映できる機
能。

実装しない機能について、法人基本情報の登録内容を事業年度
算定の正とするため。なお、残余財産確定事業年度に関する確
定申告は別途検討とする。 6587

分割

翌期中間申告の要否（要/否/指定なし）を登録することで、法人基本情報に反映されること。

AP税TF

翌期中間申告と2.2.14.の期限延長は要件として別にすべきとの意見を受けて分割記載しま
した。
また、翌期中間申告は都度要否を入力するのではなく、申告があった場合に限ると思われる
ので、「指定なし」の区分を追記しました。

2.2.14.

申告期限延長の有無・期間・区分（災害／その他等）、翌期中間申告の要否も登録することで、法人基本情報に反映されること。ただし、災害による延長
については、法人基本情報には反映されないこと。（翌事業年度の申告時に継続しないため）

監査延長法人の申告期限延長の有無とは区別して、災害等による申告延長の有無・期間（延長後の申告期限）を登録できること。
監査延長法人の申告期限延長の有無・期間は法人基本情報に反映されること。
ただし、災害等による延長については、法人基本情報には反映されないこと。（翌事業年度の申告時に継続しないため）

AP税TF

APPLIC税TF意見を受けて、監査延長法人とは明確に区別する記載に修正しています。
監査延長は基本情報に反映され、その他は反映されない、という従前の要件の考え方は変え
ておりません。

６．その他 150 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
監査延長法人の申告期限延長と混同する記載になっていると見受けられるた
め。
監査延長法人の申告期限の延長と、災害／その他等による延長は、明確に区
別して記載すべきと考えます。
また、中間申告要否の登録と法人基本情報への反映については、別要件とし
て記載すべきと考えます。

監査延長法人の申告期限延長の有無とは区別して、災害等による申告延長の有無・
期間（延長後の申告期限）・区分（災害／その他等）を登録できること。
ただし、災害による延長については、法人基本情報には反映されないこと。（翌事
業年度の申告時に継続しないため）

ご指摘のとおり反映を検討します。
なお、修正案の区分（災害／その他等）は不要としてもよいでしょうか。
※　定款等による延長と区分されていれば、災害と災害以外の理由による区分
は必要ないと考えられるため。

2.2.15.

均等割の月割計算に関して、みなし事業年度の適用、事業年度途中の事務所開設・廃止により12か月に満たない場合は、法人基本情報の登録内容から月割
計算が自動ででき、設定されること。
また、手動で月数を変更した場合、再計算され、自動で設定されること。法人基本情報から自動計算した月数と異なる申告については、注意喚起をした上
で、継続処理も出来ること。 2989

2.2.16.

事務所等を有さない法人（清算中の状態で事務所等を有さない場合を含む）について、事務所等の所在期間に応じた均等割月数が任意で入力できること。
※均等割月数を自動計算せずに任意に入力。月数計算のエラーチェックは掛からない。

事務所等を有さない法人（清算中の状態で事務所等を有さない場合を含む）について、事務所等の所在期間に応じた均等割月数が任意で入力でき、修正し
た場合も月数から均等割額が自動計算されること。
なお、均等割月数は自動表示せずに任意に入力し、事業年度の月数と均等割月数が異なる場合は注意喚起をした上で処理の継続もできること。

288

2.2.17.

【指定都市要件】
支店ごとに事務所等開廃年月日の管理を行い、開廃日をもとに行政区ごとの均等割月数、均等割額計算ができること。

５．質問・確認 178 以下の要件については、システムを利用する自治体の規模によっては、オプ
ション機能という認識で問題ないでしょうか。
以前はオプションであることが色分けで明確にされていましたが、実装すべ
き機能の欄に記載がありましたので確認させていただければと思いました。

指定都市の場合に必須機能となります。
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実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能

APLLIC税TFご意見を踏まえた修正方針
機能名称 備考 分類 課題No. 課題・見解 修正案

意見照会
関連意見

要件の修正理由・その他確認
※意見照会による修正以外のもの

仕様書たたき台

2.2.18.

課税標準額、法人税割額、各種控除額、分割基準等を入力し、申告額が自動計算結果と合っているかをチェックした上で登録処理が行えること。入力した
金額に誤りがある場合はアラート　エラーとなり、不一致　エラー個所を表示できること。
自動計算と異なる金額についても、強制入力ができること。

2.2.19.

【削除し2.2.19.に統合】
自動計算と異なる金額についても、強制入力ができること。

追加

申告書（修正申告含む）の入力時に、電子申告である旨の登録ができること。eLTAX連携により登録されたデータは、自動的に電子申告の旨が登録されるこ
と。課税状況を照会した際に、電子申告による申告か否かが画面上で確認できること。

3461

追加

申告登録時に、特定法人であることが画面上で
判別できること。株式会社等、公益法人等、協
同組合等については、「前事業年度の資本金の
額」による判定を可とする。

3461

2.2.20.
申告入力（確定
申告書）

申告入力時に同一事業年度の「既に納付の確定した当期分の法人税割額・均等割額」など、前回の課税情報から流用できる項目は自動的に初期設定される
こと。
見込納付が入力されている場合は、見込納付額も表示するが、見込納付額は確定申告入力時に修正もできること。

見込納付額を流用して表示できること。

324

2.2.21.

見込納付に関する納付書収納データを取り込み、
法人住民税システムに見込納付の申告情報が一括
で登録できること。（申告区分は見込納付とす
る）

2.2.22.

外国の法人税等の額の控除額について、控除外国税額（市町村民税分）、市町村内従業者数、全従業者数を入力することで、控除額が自動計算されるこ
と。控除外国税額（市町村民税分）、市町村内従業者数、全従業者数を入力せず、控除額のみを入力して税額計算することもできること。
控除額のうち標準税率相当分、超過税率相当分を自動計算できること。

控除未済額の管理（設定・保持・修正）ができ、
翌事業年度以降の申告においても計算後の控除未
済額が参照ができること。更正等の処理時にも控
除未済額が適切に管理できること。

2.2.23.

特定寄附金税額控除額、仮装経理に基づく控除額の金額を入力し、税額計算が行えること。租税条約の実施に係る控除額を入力し、税額計算が行えるこ
と。
特定寄附金の額を管理できること。寄附件数を管理できること。

仮装経理に基づく控除額の未済額が管理（設定・
保持・修正）でき、翌事業年度以降の申告におい
ても計算後の控除未済額が参照ができること。更
正等の処理時にも控除未済額が適切に管理できる
こと。

2.2.24.

法人基本情報が分割法人となっている法人の申告は分割基準の内訳を入力でき、入力した内容が法人税割の計算に適用されること。分割法人については分
割基準が入力されていない場合、アラートとなり、処理は継続できること。　エラーとなること。
申告入力時に法人基本情報の分割区分の登録内容を表示し、申告入力時に修正できること。 4978

2.2.25.
申告入力（修正
確定申告書）

確定申告書入力と同等の入力機能を有し、申告額を入力して既に確定した税額との差額を自動計算できること。

追加

修正確定申告の入力時に、以下を管理できること。
・国税の申告基礎（更正決定／修正申告）
・国税処理日（更正年月日／修正申告年月日）

2997

追加
修正申告時は、税額が減額となる入力をエラーとすること。

2998

2.2.26.
申告入力（中
間・修正中間申
告書）

確定申告書入力と同等の入力機能を有し、仮決算による中間申告書を入力、修正できること。

2.2.27.
申告入力（予
定・修正予定申
告書）

予定申告入力時に、前事業年度の申告内容、予定申告額を自動表示できること。

2.2.28.
予定申告額は、手入力、自動表示後の金額の修正もできること。

2.2.29.

予定申告書の入力がされている場合は、前回予定申告額を「既に納付の確定した当期分の法人税割額」に自動表示した上で、差額の計算・入力処理ができ
ること。

2.2.30.
申告入力（みな
す申告）

予定申告対象法人について、申告期限以降に未申告の法人は、みなす申告処理ができること。
申告入力時は申告期限（申告年月日）、予定申告額を自動表示し、予定申告書入力と同等の処理で入力できること。

2.2.31.
予定申告の対象であり未申告となっている法人の一覧を出力できること。

2.2.32.

みなす申告入力後に、みなす予定通知書、みなす
予定決議書、みなす納付書が出力できること。

追加

予定申告の義務がある法人のうち、未申告のもの
について、複数選択するなどして一括でみなす予
定申告の処理ができること。

5774

2.2.33.
申告入力（均等
割申告書）

様式に合わせて入力、修正ができること。
申告入力時に納期限が4月30日（休日を考慮）で固定できること。

2.2.34. 入力結果確認

申告書の入力チェックリスト（システムに入力した内容の確認リスト）が出力できること。
チェックリストは、日次、月次、任意の期間を範囲指定して出力できること。

2.2.35.
申告一括処理
（パンチデータ
入力処理）

申告書パンチデータファイルを一括で取り込み、
課税情報の更新、調定を行い、申告書取込結果リ
ストを作成できること。このとき、申告された事
業年度、法人税額などをもとに、法人基本情報の
登録有無・事業年度等の形式チェック、申告税額
が適正かをチェックできること。誤りがある申告
書についてはエラーとなり、申告エラーリストが
出力されること。

追加

パンチデータの一括取込でエラーとなった申告情
報については、個別にシステム上で修正して登録
できること。修正登録された情報により課税情報
の更新、調定ができること。
（最新事業年度の申告入力をしようとするとエ
ラー分の申告内容が初期表示される、整理番号を
自動付番してそれを基に申告エラー修正画面に展
開できるなど方式は問わない）
法人基本情報がない申告情報については、法人基
本情報を登録した後の法人管理番号で紐づけるこ
とで課税情報に登録、調定できること。

3300

追加

申告書登録から法人基本情報を更新する場合、更
新履歴を作成できること。異動日は申告日とする
こと。 3301

申告登録にかかる法人基本情報の履歴作成は機能区分を確認中ですが、本要件はパンチデー
タ（実装してもしなくても良い機能）に係るものであるため、同様に実装してもしなくても
良い機能としています。

2.2.36.

申告書パンチデータファイルを一括で取り込んだ
際、翌期中間申告の要否など、個別申告入力と同
様に法人基本情報の異動登録（履歴作成）ができ
ること。
異動日は申告年月日とすること。

1483

５．質問・確認 193 申告書パンチデータファイルのレイアウトについては、全国統一のレイアウ
トが提示されるという認識でよろしいでしょうか。
自治体によりレイアウトが異なる場合、都度システム開発が必要となる可能
性があります。

各パッケージ機能に実装された取込レイアウトに合わせて、各委託事業者等が
パンチ作業を行うことを想定します。

2.2.37.
申告一括処理
（eLTAX連携）

eLTAXと連携し、電子申告データを一括で取り込み、課税情報の更新、調定ができること。取り込んだデータについて、エラーチェックを行い、登録結果を
リスト出力できること。

・税額計算エラー（申告データとシステム上計算された税額の不一致）
・ID紐づけエラー（法人台帳に登録がない納税者ID）
・重複データエラー（同一年度・同一申告区分のデータがあるもの）
・事業年度エラー

（自動連携オプション）
外部媒体を経由することなく、定期的にeLTAXデー
タと自動連携する機能を有すること。

AP税TF

eLTAXとの自動連携は、認定委託事業者の存在が前提となり、標準仕様書に定義するにはな
じまないという全体方針を受けて削除。（実施を妨げるものではありません）

５．質問・確認 182 「実装してもしなくても良い機能」の自動連携オプションについて、実現に
は認定委託先事業者を間に挟む必要があり、認定委託先事業者を挟まない場
合は個別に機器調達等の環境構築から行う必要があると思われます。
上記のような環境側面の大きい特定の要件を前提とする機能は業務のシステ
ム標準仕様書の範疇を超えていると思われますが、問題ありませんでしょう
か。

ご指摘を踏まえて、「自動連携オプション」の記載を外すことを念頭に仕様を
検討いたします。

追加

eLTAXの一括取込でエラーとなった申告情報については、個別にシステム上で修正して登録できること。修正登録された情報により課税情報の更新・調定が
できること。（最新事業年度の申告入力をしようとするとエラー分の申告内容が初期表示される、整理番号を自動付番してそれを基に申告エラー修正画面
に展開できるなど方式は問わない）
法人基本情報がない申告情報については、法人基本情報を登録した後の法人管理番号で紐づけることで課税情報に登録・調定できること。

3301

追加

【※機能区分を検討中】
申告書登録から法人基本情報を更新する場合、更新履歴を作成できること。異動日は申告日とすること。

【※機能区分を検討中】
申告書登録から法人基本情報を更新する場合、
更新履歴を作成できること。異動日は申告日と
すること。 3301

追加

eLTAXから以下の申告書データを取り込めること。

＜対象申告書＞
・確定申告書
・中間申告書
・予定申告書
・均等割申告書

4054

追加

eLTAXから、各種申告書別表データを取り込めるこ
と。

4054

追加

税額計算は、「実装すべき機能」としてに定義する申告区分について適用する。「実装してもしなくても良い機能」のうち、eLTAXで対応している申告区分
のエラーチェックは、同様に「実装してもしなくても良い機能」とする。

追加

eLTAX等の外部データを取り込み、還付口座情報を
更新できること。

4461

2.3. 法人税連携・申告是認

2.3.1.
都道府県税連携
による申告是認
（一括処理）

国・都道府県からの法人税額通知データを取り込
み、事業年度単位で一括して申告内容のチェック
ができること。税額通知と不一致の場合は、エ
ラーとできること。

eLTAXの都道府県税通知データを取り込み、通知
データと法人住民税システムの各課税データを突
合して、申告課税内容のチェックができること。
県税通知データが過去の取込データと重複する場
合は、重複エラーとする。

申告是認時の具体的なチェック対象項目は継続検討中 県税通知の処理フローに基づき、要件案を作成しました。

追加

法人番号、納税者IDをキーにして、法人基本情報
に登録されている法人か否かをチェックできるこ
と。未登録の場合は、未登録エラーとして、未登
録法人リストを出力できること。

県税通知の処理フローに基づき、要件案を作成しました。

追加

法人基本情報の以下の項目を照合してチェックで
きること。不一致の場合は、不一致個所をリスト
出力できること。
・法人名称
・連結区分
・法人区分
・申告延長月数

県税通知の処理フローに基づき、要件案を作成しました。
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追加

各事業年度の最新課税の情報と突合し、課税計算
チェックができること。突合先の申告がない場合
は、エラーとして該当の通知を確認できること。
課税標準額や資本金など、税額計算に影響がある
内容を突合し、不一致の場合は不一致個所を確認
できること。
重加算税・重加算金対象、仮装経理に基づく法人
税額等、租税条約対象法人税額等がある場合はエ
ラーとして、リスト等で確認できること。
該当事業年度の申告基礎がある場合は、内容を突
合し、不一致個所はリスト等で確認できること。

県税通知の処理フローに基づき、要件案を作成しました。

追加

申告が適正と認められる申告課税情報を、処理済
の状態にできること。
県税通知の有無、処理済、未処理などの検索がで
き、複数の課税情報を選択して一括で処理済に変
更できること。
処理済の状態の取消（未処理に変更）もできるこ
と。

県税通知の処理フローに基づき、要件案を作成しました。

2.3.2.

法人税における重加算税の有無が管理でき、収納管理システムへ連携されること。 ５．質問・確認 184 地方税の収納システムにおける重加算税の管理は何を目的としてものでしょ
うか。また、重加算税の管理は収納システムの機能要件に含まれる見込みで
しょうか。

重加算税がある場合には、延滞金の除算期間が発生しますが、これを現在多く
の団体では都道府県通知を法人課税部門⇒収納部門に紙ベースで渡して個別処
理しているものと認識しています。課税部門で把握した情報をシステム登録す
ることで、紙ベースだけでは確認の抜け漏れが発生し得ることを防ぐ目的があ
ります。

2.3.3.
都道府県税連携
による申告是認
（個別処理）

法人税額通知と法人住民税の申告内容のチェック
を法人単位で個別に行えること。
個別に処理済に変更できること。

県税通知の処理フローに基づき、要件案を作成しました。
未申告法人は、4.1.の機能並びに2.3.1.の追加要件で賄えるため、重複として削除しまし
た。

2.3.4.
法人税における重加算税の有無が管理でき、収納システムへ連携されること。

2.3.5.
申告是認の未実
施法人抽出

未チェック法人並びに対象申告情報をリスト化で
きること。

2.3.6.
都道府県税連携
による未登録法
人抽出

法人税額通知との突合により、法人台帳に未登録
の法人を抽出できること。

3. 更正・決定
3.1. 更正・決定処理

3.1.1. 更正入力処理

対象年度について前申告情報を自動表示し、国税の申告基礎（修正申告、更正決定）、国税処理日（法人税更正年月日、法人税の修正申告書の提出日）、
更正事由を入力して更正処理ができること。

更正請求書に基づく更正の場合は、更正請求日を登録できること。
更正通知書の通知日は、更正処理時に任意に設定できること。納期限は自動設定されること。

166
3002

追加

通知書単位で、更正事由の区分選択、並びに任意の文字列で入力して 通知書に出力できること。 更正決定事由の区分が不足した場合の対応や、詳細な理由の記載
が必要になった場合の対応

3002

追加
根拠となる条文を選択して、通知書に出力できること。

3002

追加
更正事由について、仮装経理に基づく更正、租税条約の実施に係る更正についても区分して管理できること。。

3002

3.1.2.

更正・決定処理は、団体の設定により月に複数
回、任意の年月日で処理できること。

3.1.3.

課税標準、各種控除、分割基準を入力し、増額・減額更正の額が自動計算できること。各控除額については、確定申告と同等の管理機能を有すること。
自動計算した金額について、手動で変更もでき、その変更をもとにして再計算し設定されること。

3003

3.1.4.

【削除】
更正処理登録後も、通知日までは取消処理ができること。未申告法人への決定処理も同様とする。

3.1.5.

通知日以降の取消については、更正決定の取消履歴を管理するとともに、減額調定を行い調定の整合性を取れること。法人の申告照会画面上で更正決定の
取消履歴が照会できること。

更正決定の取消処理ができること。調定について、調定取消・減額調定などにより整合性を取れること。

更正決定の取消履歴を管理し、課税状況照会画面
で取消履歴が照会できること。

4322

３．要件緩和を
希望（機能）

196 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
ベンダーのシステム構成によっては、更正決定の履歴管理をしていない場合
もあるため。

＜実装すべき機能＞
　通知日以降の取消については、減額調定を行い調定の整合性を取れること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
　通知日以降の取消については、更正決定の取消履歴を管理できること。法人の申
告照会画面上で更正決定の取消履歴が照会できること。

WTにて再度、履歴管理の必要性を確認します。

3.1.6. 決定処理
更正処理と同様の入力機能で、決定処理が行えること。決定額は課税標準額をもとに自動計算できること。

3.1.7.
更正決定決議・
通知書作成

更正・決定処理後に、更正・決定決議書を出力できること。更正対象法人一覧を出力できること。
また、再発行もできること。

3306

3.1.8.

更正・決定処理後に、更正・決定通知書を発行できること。再発行もできること。 通知書は、個別発行だけでなく、調定年月を指定
して一括での発行もできること。

3.1.9.

増額更正・決定の場合は、通知書発行と納付額が印字された納付書を発行できること。
再発行もできること。

4. 未申告調査
4.1. 未申告法人調査

4.1.1. 未申告法人抽出

申告情報（予定・中間、確定、均等割）を基に申告期限が到来し未申告となっている法人を抽出し、未申告法人リストが作成できること。
申告区分ごとに抽出して確認できること。
非課税法人や更正決定処理をした法人は、申告書が未提出でも出力されないこと。

未申告法人リストには法人の現況（事務所等なし
／解散／清算結了など）を出力すること。

3855

4.1.2. 申告勧奨通知

期間を指定して、その期間に申告義務があるが申告がない法人に対して、申告勧奨通知（未申告通知書）を一括で作成できること。法人を選択して個別で
の申告勧奨通知の発行もできること。

【実装すべき機能に変更】
期間を指定して、その期間に申告義務があるが申
告がない法人に対して、申告勧奨通知（未申告通
知書）を一括で作成できること。法人を選択して
個別での申告勧奨通知の発行もできること。

4.1.3. 申告勧奨通知

申告勧奨通知の発送履歴（発送年月日、発送有無）が法人・事業年度ごとに管理できること。 【実装すべき機能に変更】
申告勧奨通知の発送状況を管理できること。

発送状況は帳票出力年月日（又は任意の日付）で
自動設定され、発送有無・発送年月日の修正登録
もできること。

439

4.1.4.

通知書は窓空き封筒に対応する、又は未申告法人
を対象とした宛名シールを作成できること。

5. 文書　証明書発行
5.1. 台帳記載事項の文書　証明書発行

5.1.1.
文書
証明書発行

法人向けに以下の内容を記載した書面の発行ができること。本店・支店の切替ができ、支店ごと、全支店の出力もできること。

・法人名・所在・営業種目等、台帳登録情報

＜出力項目＞
・文書タイトル
・法人名（支店の場合には支店名を併記）
・法人所在地（支店の場合には支店住所を併記）
・事業種目
・備考（空白スペースのみ）
・証明文
・発行日
・発行者名・電子公印

証明書の発行時に、備考に任意の文字列を入力し
て帳票に出力できること。

法定帳票ではないが、営業証明書等の名称で利用している団体が
ある。

３．要件緩和を
希望（機能）

186 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
「台帳登録情報」は具体的に何を指すか不明確であるため。
法人名・所在・営業種目等、の「等」で表現されている認識のため、「台帳
登録情報」は記載不要と考えます。

法人向けに以下の内容を記載した書面の発行ができること。本店・支店の切替がで
き、支店ごと、全支店の出力もできること。

・法人名・所在・営業種目等、台帳登録情報

本帳票は、出力項目の標準化対象とするか否かを再度検討します。

5.1.2.
文書
発行チェック

当該書面　証明書発行時に、現況が事務所等なし、解散・清算結了、除却など営業が確認できない場合は警告メッセージが表示されること。

5.1.3.
文書
証明書記載変更

当該書面　証明書の再発行ができること。

5.1.4.

当該書面の名称　証明書の文書タイトル、認証　証明文、備考等を任意に設定できること。 ３．要件緩和を
希望（機能）

197 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
　システムの利用実績により、「備考等」の利用頻度が低いと考えられるた
め。また、「備考等」の「等」が他に何の項目を示しているのかが曖昧であ
るため、

＜実装すべき機能＞
　当該書面の名称、認証文、備考等を任意に設定できること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
　当該書面の備考等を任意に設定できること。

利用実績が低いとのことですので、実装しない機能とすることも含めて再度WT
にて確認いたします。

6. 減免
6.1. 減免基本情報管理

6.1.1.
減免対象抽出・
減免申請書作成

減免対象法人（前年度減免した法人、法人基本情報にて「減免・課税免除」と登録した法人）を特定し、抽出できること。

6.1.2.

減免対象法人に対して、均等割申告書及び納付書を一括で作成できること。
個別での作成もできること。

6.1.3. 減免情報管理

法人基本情報で減免の対象となる法人の減免内容を登録できること。
減免申請年月日が登録でき、減免登録時に減免額を確認できること。
減免登録の修正、削除もできること。
減免決議書が出力できること。

63

減免申請年月日はこれまで議論していませんでしたが、必須と想定されるため追加しまし
た。

５．質問・確認 172 減免登録とありますが、全部減免、一部減免どちらも対応するという認識で
しょうか。
要件の内容からは判断できなかったため、確認させていただければと思いま
す。

お見込みのとおりです。要件を明確化するために追記します。

6.1.4.
減免決定通知書
発行

減免決定者に対し、減免決定通知書を出力できること。

7. 調定処理・統計資料作成
7.1. 調定処理

7.1.1. 調定処理

申告情報をもとに調定額を確定し、調定処理を行えること。
申告処理、更正決定処理、減免処理に係る調定は収納システムに連携されること。

追加

申告処理に基づく調定は、即時調定／一括調定が
団体毎に選択して設定できること。更正決定に基
づく調定は、即時調定が行えること。 3312

追加

申告書の一括調定を行う場合に、調定前でも申告
情報を収納管理システムに連携できること。（納
税証明書の即時発行のため） 3312

7.1.2.
申告情報登録（更正決定・減免を含む）時に、調定年月が自動で初期設定されること。手動での変更もできること。

7.1.3.
収納システムへ
の課税情報受渡

【削除】
課税情報（更正処理での調定変更を含む）を収納システムへ連携できること。

3312

7.1.4. 課税データ管理

【削除】
年度・年月を指定して登録した課税データ（CSVファイル）を抽出することができること。

3313

7.2. 調定表作成
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7.2.1. 調定表作成
調定表(現年度分、過年度分）を作成できること。調定表は、月計・年計を指定して集計できること。

7.2.2.

【削除】
下記情報を含む課税情報をCSV出力できること。
・調定額（旧税率分＋新税率分）
・調定件数
・納税義務者数
・超過税額

3314

６．その他 158 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
「新旧税率」は複数税率の場合を想定していると思われるが、「新旧」の表
現が曖昧であることから「税率別」と明確にした方がよいと考えるため。
「納税義務者数」については、調定表は「調定情報の集計表」であることか
ら、納税義務者ではなく「納税者（＝申告者）」の方が適切であると思われ
るため。

下記情報を含む課税情報をCSV出力できること。
・調定額（税率別）
・調定件数
・納税者数
・超過税額

ご指摘のとおり反映を検討します。

3315

５．質問・確認 174 一括で各項目を出力できる必要がありますでしょうか。
別の処理でそれぞれ出力できれば、要件を満たしていることになると考えて
も問題ないでしょうか。

問題ありません。

3315

５．質問・確認 204 「課税情報をCSV出力」とありますが、調定表（集計表）の印字項目をその
ままCSV出力するという内容ではなく、調定表の根拠として、「実装すべき
機能」に挙げられている項目を確認できる課税データの内訳明細出力機能と
いう認識でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。認識齟齬が発生しないように具体化します。

7.2.3.

【削除】
調定表作成時に、法人税割の超過税率分を計算できること。

3315

7.2.4. 調定資料出力

【削除】
以下を作成できること。
・調定件数集計表
・調定内訳表
・標準超過調定表（法人税割）
・税率別歳出還付集計表
・還付内訳書
・項目別調定表
・税率別月別調定表

3316

５．質問・確認 160 「項目別調定表」の項目とは何を示しますでしょうか。
集計項目を判断できる帳票名称に変更をお願いします。

失礼しました。調定表は、帳票要件にて必要な帳票を列挙し、機能要件からは
削除します。

7.2.5. 年間集計作成

【削除】
月別・業種別（事業種目別）の調定額集計表（データ、紙）が作成できること。

3318

7.2.6.

【削除】
調定額集計表は調定年度ごと、期間（年月を指定）ごとに出力できること。

3318

【削除】7.3. 交付税・課税状況調作成

7.3.1.
各種統計資料作
成

【削除】
交付税関係資料の作成ができること。(全国統一様式含む)

［交付税資料１］
・法人税割に関する調（第1表、付表1、付表2）、調定額に関する調付表3、比較項目別納税者一覧・・・7月及び12月～4月の各月作成
・増減理由に関する調（第1表分明細）
・資本金別集計表・・・6月及び12月作成

［交付税資料２］
・法人税割に関する調（第2表）、調定額に関する調付表4・・・5月及び6月作成
・増減理由に関する調（第2表分明細）
・法人税制に関する調・・・8月～11月の各月作成

［報告資料］※交付税資料１をもとに作成
・市町村民税法人税割の調定額等に関する調
・市町村民税法人税割額の高額納税義務者に関する調
・法人住民税高額納税法人上位100社一覧表
・市町村民税法人税割額の変動の大きい税義務者に関する調
・市町村民税法人税割額増減法人一覧
・法人住民税の調定額に関する調
・歳出還付をした法人に関する調
・外税控除をした法人に関する調
・法人税割種目別増減理由調
・法人税割種目計別増減理由調

3319

６．その他 152 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
7.3.2.「課税状況調べ」と同様に根拠資料の作成は必要と思われるため。
また、「交付税関係資料の作成ができること。(全国統一様式含む)」とある
が、システム標準化では全国統一様式のみに限定すべきであると考えるた
め。

全国統一様式である以下の資料(全国統一様式)及びその根拠資料を作成できるこ
と。
以下、全国統一様式の資料名のみを列挙。

ご指摘を踏まえて検討します。

7.3.2.

【削除】
課税状況調の集計表を作成できること。(全国統一様式)

・第1表　市町村民税等の納税義務者等に関する調
・第1表　市町村民税等の納税義務者等に関する調(総括表)
・第1表明細
　　　・補足調査表（その１・３）
　　　・補足調査表（その２）
　　　・均等割のみ納税義務法人の明細
　　　・法人均等割に関する調べ（調査表１２）
　　　・新設・廃止・区分変更表（調査表１２）
　　　・設立一覧
　　　・解休転一覧
　　　・異動一覧

・第32表　市町村民税の法人税割額の調
・第32表　市町村民税の法人税割額の調(総括表)
・第32表明細
　　　・内訳表
　　　・外国税額・仮装経理控除一覧
　　　・本社分一覧
　　　・12か月未満一覧
　　　・法人区分一覧
　　　・未申告法人一覧
　　　・廃止後に申告書提出一覧
　　　・事業年度相違一覧
　　　・その他一覧の出力機能

・第48表　市町村民税の法人均等割に関する調
・第48表　市町村民税の法人均等割に関する調(総括表)
・第49表　市町村民税の法人税割の分割法人に関する調
・第49表　市町村民税の法人税割の分割法人に関する調(総括表)

3319

３．要件緩和を
希望（機能）

153 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
課税状況調については、第1表、第1明細、第32表、第48表、第49表およびそ
れらの根拠資料を作成できれば要件を満たせるため。
また、総括表の内容・用途が不明であり、各種一覧についても「根拠資料を
作成できる」とまとめれば「○○一覧」等の指定は不要であるため（「その
他一覧の出力機能」というあいまいな表現も不要となる）。

＜実装すべき機能＞
課税状況調の集計表(全国統一様式)及びその根拠資料を作成できること。

・第1表　市町村民税等の納税義務者等に関する調
・第1表　市町村民税等の納税義務者等に関する調(総括表)
・第32表　市町村民税の法人税割額の調
・第32表　市町村民税の法人税割額の調(総括表)
・第48表　市町村民税の法人均等割に関する調
・第48表　市町村民税の法人均等割に関する調(総括表)
・第49表　市町村民税の法人税割の分割法人に関する調
・第49表　市町村民税の法人税割の分割法人に関する調(総括表)

＜実装してもしなくても良い機能＞
課税状況調に関連する資料を作成できること。

・第1表明細
　　　・補足調査表（その１・３）
　　　・補足調査表（その２）
　　　・均等割のみ納税義務法人の明細
　　　・法人均等割に関する調べ（調査表１２）
　　　・新設・廃止・区分変更表（調査表１２）
　　　・設立一覧
　　　・解休転一覧
　　　・異動一覧

・第32表明細
　　　・内訳表
　　　・外国税額・仮装経理控除一覧
　　　・本社分一覧
　　　・12か月未満一覧
　　　・法人区分一覧
　　　・未申告法人一覧
　　　・廃止後に申告書提出一覧
　　　・事業年度相違一覧
　　　・その他一覧の出力機能

ご指摘を踏まえて検討します。

7.4. 汎用データ抽出（EUC）

7.4.1. EUC

【削除】
EUC機能（汎用のデータ抽出機能）を有していること。
・任意の抽出条件を指定し、条件に該当するデータを抽出できること。
・テーブル結合によるデータ抽出もできること。
・抽出結果は、CSVなど加工可能なデータ形式で出力できること。
・任意の抽出条件を保存することができ、保存した条件でデータ抽出ができること。

EUC機能は、業務共通の要件であるため、法人住民税単独で定める必要はないとして削除し
ました。

６．その他 191 当要件を削除していただきたい。
　＜理由＞
00_業務共通要件＿標準仕様書（案）の「1.7.1　EUC機能他」に以下の通
り、同一の要件が記載されており重複しているため。

「【実装すべき機能】
・EUC機能（汎用のデータ抽出機能）を有していること。
・任意の抽出条件を指定し、条件に該当する業務に必要な全てのデータを抽
出できること。
・テーブル結合によるデータ抽出もできること。
・抽出結果は、CSVなど加工可能なデータ形式で出力できること。
・任意の抽出条件を保存することができ、保存した条件でデータ抽出ができ
ること。
・標準仕様書上、EUCでの代替が認められている帳票については、システム
導入時に抽出条件を設定すること。」

ご指摘のとおり反映を検討します。

8. システム共通
8.1. 検索

8.1.1. 検索照会

法人台帳情報、課税台帳情報を検索・照会できること。
法人台帳情報は、異動履歴を含めて照会できること。課税台帳情報は、照会した法人について一覧表示が可能であり、一覧から個別の課税情報へ展開でき
ること。

1046

６．その他 169 修正案の記載を「実装してもしなくても良い機能」へ追加していただきた
い。
＜理由＞
法人住民税に関する情報の確認時に収納状況を確認する機会も多く、法人台
帳情報照会画面、課税台帳情報照会画面より収納状況の確認ができると業務
効率の向上に繋がると考えるため。

＜実装してもしなくても良い機能＞
法人台帳情報または課税台帳情報の照会画面より、該当法人の収納状況を照会でき
ること。

実装すべき機能とすることも含めて、他の課税業務と合わせて記載を検討しま
す。

追加
法人基本情報、課税状況の照会画面より、該当法人の収納状況を照会できること。

1512

8.1.2.

該当の法人を検索して、同一法人の登録ができること。
同一法人として関連付けられた場合は、主たる法人の基本情報から従たる法人の基本情報に遷移して法人基本情報の確認ができること。
同一法人の登録をした法人をリスト等で確認できること。

※上記は宛名管理システムでの実装を可とする。

8.1.3. 検索条件

法人名（カナ・漢字・アルファベット）、法人名カナ、法人番号、法人管理番号、所在地（本店(所在地が管轄外も含む)・支店）、eLTAX納税者IDでの検索
ができること。
清音化検索、あいまい検索ができること。

以下の条件で検索できること。

・決算月
・申告月
・eLTAX利用者ID
・代表者名

496
AP税TF

1.1.1.の記載に合わせて、法人名・法人名カナとしました。
APPLIC税TFのご意見を踏まえて、共通要件との重複した記載を削除しました。

６．その他 192 修正案の記載に変更していただきたい。
＜理由＞
00_業務共通要件＿標準仕様書（案）の「1.2.2.　検索文字入力」に以下の
要件が記載されており重複すると思われるため。

【実装すべき機能】
以下のあいまい検索ができること。
　・清音、濁音、半濁音による違いを無視できること。
　・拗音、促音の小文字と大文字による違いを無視できること。
　・氏名（カナ）等で文字列一致検索（完全一致・部分一致）ができるこ
と。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）

法人名（カナ・漢字・アルファベット）、法人番号、法人管理番号、所在地（本店
(所在地が管轄外も含む)・支店）、eLTAX納税者IDでの検索ができること。
清音化検索、あいまい検索ができること。

ご指摘のとおり反映を検討します。

8.1.4.

複合検索ができること。
（（例：氏名「○○建設」かつ住所が「A県B市」
など））

8.1.5.

検索履歴を保持し、検索履歴から検索ができること。

法人基本情報検索、課税状況検索において、一度照会した法人の検索履歴を保持し、検索履歴から選択して照会画面を開くことができること。 68

8.1.6.

最新の基本情報における法人名だけでなく、旧法人名での検索ができること。 【実装すべき機能へ変更】
旧法人名での検索ができること。合併前法人名で
も検索できること。 926

8.2. 台帳出力

8.2.1. 法人台帳出力

法人ごとの基本情報（法人台帳）を出力できること。作成は一括・個別でできること。
対象の台帳については、カナ氏名、法人番号、法人管理番号の範囲指定で抽出できること。

【出力条件】
・法人名（単件出力）
・法人名カナ（単件出力）
・法人番号の範囲指定（複数件出力）※同一番号で単件も可
・法人管理番号の範囲指定（複数件出力）※同一番号で単件も可
・現況区分
・異動年月日範囲指定

EUCによる出力でも可とする。

3321

8.2.2. 課税台帳出力

法人ごとの課税台帳を出力できること。作成は一括・個別でできること。
対象の台帳については、調定年月、法人番号、法人管理番号の範囲指定で抽出できること。

【出力条件】
・法人名（単件出力）
・法人名カナ（単件出力）
・調定年月範囲指定
・申告区分
・業種区分
・法人番号の範囲指定（複数件出力）※同一番号で単件も可
・法人管理番号の範囲指定（複数件出力）※同一番号で単件も可

EUCによる出力でも可とする。

3322
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実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能

APLLIC税TFご意見を踏まえた修正方針
機能名称 備考 分類 課題No. 課題・見解 修正案

意見照会
関連意見

要件の修正理由・その他確認
※意見照会による修正以外のもの

仕様書たたき台

8.2.3. 税理士一覧

税理士情報と関与法人の一覧が出力できること。
関与法人一覧は、指定した税理士に関係づけされ
ている法人が、税理士単位で確認できること。

8.3. 保守機能

8.3.1.

各種設定コードや産業分類等のメンテナンスができること。
外部帳票の通知者や公印データ等のメンテナンスができること。

管理情報、コードの一覧表が発行できること。

AP税TF

APPLIC税TFのご意見を受けて、記載を修正しました。 ６．その他 157
187

１．「外部帳票の通知者や公印データ等のメンテナンスができること。」の
記載を削除していただきたい。
＜理由＞
「00_業務共通要件＿標準仕様書（案）」の「1.1.7　公印管理」に以下の要
件が記載されているため。

【実装すべき機能】
発行者及び職務代理者の公印が管理できること

２．「管理情報、コードの一覧表が発行できること。」を「実装しなくても
良い機能」に変更していただきたい。
＜理由＞
ドキュメント等で管理できていればシステムから発行する必要はないと考え
るため。

各種設定コードや産業分類等のメンテナンスができること。
外部帳票の通知者や公印データ等のメンテナンスができること。

＜実装しなくても良い機能＞
管理情報、コードの一覧表が発行できること。

ご指摘のとおり反映を検討します。

8.3.2. マスタ保守

法人税割、均等割の適用税率に対する適用期間を登録・修正等管理できること。
均等割号数の条件設定、均等割税額の設定ができること。

他の要件と平仄を合わせるため、均等割ランク→均等割号数に変更しました。

追加

法人税割の税率改正に係る経過措置対応ができること。
具体的には、経過措置の対象となる予定申告書の出力並びに申告登録では、事業年度の開始日をもとに税率を自動判定できること。

追加
過去の事業年度について、計算式・適用税率を管理できること。

8.3.3.

法人基本情報に登録する税理士のマスタ管理ができること。
税理士情報は、税理士番号、氏名、住所、電話番号を登録、修正、削除できること。

【実装すべき機能に変更】
法人台帳に登録する税理士のマスタ管理ができる
こと。
税理士情報は、税理士番号、氏名、住所、電話番
号を登録、修正、削除できること。

実装すべき機能に変更しました。

8.4. 他システム連携

8.4.1. 宛名連携

宛名管理システムと連携して、法人基本情報の管理ができること。

宛名管理システムと連携して、法人基本情報を登録・修正できること。連携項目は、地域情報プラットフォームに準拠すること。
宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限りではない。

法人住民税システムで更新した情報を、宛名管理
システムに連携して更新できること。
宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限
りではない。 3027

６．その他 151 要件の追加要望

＜理由＞
法人基本情報及び共通宛名の異動、更新業務の効率の向上に繋がると考えま
す。
業務システムとして必須ではないと考えられるため、「実装してもしなくて
も良い機能」として追加を希望します。

カテゴリ　：1.1. 基本情報登録・修正
追加したい行：1.1.18. eLTAX連携

＜要件内容＞
1.1.18.
 eLTAX連携
 
 ●実装してもしなくても良い機能
 eLTAXから電子申請・届出データを取り込み、法人基本情報及び共通宛名の異動、
更新ができること。
 
 ●備考
 eLTAX電子申請・届出データ（XML形式）の取り込みによる異動、更新機能。

WTにて検討します。

６．その他 175 要件の追加要望

＜理由＞
調定締め時の比較作業において作業効率の向上に繋がると考えます。
業務システムとして必須ではないと考えられるため、「実装してもしなくて
も良い機能」として追加を希望します。

カテゴリ　：7.2. 調定表作成
追加したい行：7.2.7. 収納調定比較リスト

＜要件内容＞
7.2.7.
 収納調定比較リスト

 ●実装してもしなくても良い機能
 法人住民税システムと収納システムで調定額に差異の発生している法人を抽出でき
ること。

法人WTではなく、収納WTにて検討することとしております。収納に関する標準
仕様書案をご確認ください。
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